
別添２

歯科診療報酬点数表に関する事項

通則

１ １人の患者について療養の給付に要する費用は、第１章基本診療料及び第２章特掲診療料の規

定に基づき算定された点数の総計に10円を乗じて得た額とする。

２ 基本診療料には、簡単な診療行為が包括されており、消炎、鎮痛を目的とする理学療法、口腔

軟組織の処置、単純な外科後処置、口角びらんの処置は、再診料にも包括されている。

３ 特掲診療料には、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費

用を含んでいる。

４ 基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いは、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する

件」（平成28年厚生労働省告示第53号）による改正後の「基本診療料の施設基準等（平成20年厚

生労働省告示第62号）」に基づくものとし、その具体的な取扱いは別途通知する。

５ 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いは、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する

件」（平成28年厚生労働省告示第54号）による改正後の「特掲診療料の施設基準等（平成20年厚

生労働省告示第63号）」に基づくものとし、その具体的な取扱いは別途通知する。

６ 基本診療料及び特掲診療料の算定に当たっては、「診療報酬請求書等の記載要領等について」

（昭和51年８月７日保険発第82号）を踏まえて、必要な事項を診療報酬明細書に記載する。
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(１) 「１ 歯科衛生実地指導料１」は、う蝕又は歯周病に罹患している患者に対して、主治

の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、次の事項について15分以上実施した場合に算定

する。

イ 歯及び歯肉等口腔状況の説明

ロ プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッシ

ングを観察した上でのプラーク除去方法の指導

ハ その他、患者の状態に応じて必要な事項

(２) 「２ 歯科衛生実地指導料２」は、基本診療料に係る歯科診療特別対応加算を算定して

いる患者であって、う蝕又は歯周病に罹患しているものに対して、主治の歯科医師の指示

を受けた歯科衛生士が、次の事項について15分以上実施した場合又は15分以上の実地指導

を行うことが困難な場合にあっては月２回の実地指導を合わせて15分以上行った場合に算

定する。

イ 歯及び歯肉等口腔状況の説明

ロ プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッシ

ングを観察した上でのプラーク除去方法の指導

ハ その他、患者の状態に応じて必要な事項

(３) 「注１」及び「注２」に規定する文書とは、(１)及び(２)に掲げる指導等の内容、プラ

ークの付着状況、指導の実施時刻（開始時刻と終了時刻）、保険医療機関名、主治の歯科

医師の氏名及び当該指導を行った歯科衛生士の氏名が記載されたものをいう。

(４) 患者に対する当該指導の内容の情報提供は、「１ 歯科衛生実地指導料１」を算定する

場合は当該指導の初回時に行い、「２ 歯科衛生実地指導料２」を算定する場合は実地指

導の合計が15分以上となったとき（当該指導回数が１回又は２回に限る。）に行う。この

ほか、患者自身によるプラークコントロールの状況、指導の内容に変化があったとき等に

行うこととするが、当該指導の内容に変化がない場合はこの限りでない。ただし、その場

合においても３月に１回以上は当該指導の内容を文書により提供する。

(５) 主治の歯科医師は、歯科衛生士に患者の療養上必要な指示を十分に行うとともに、歯科

衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載する。

(６) 当該指導を行った歯科衛生士は、主治の歯科医師に報告するとともに患者に提供した文

書の写しを提出し、業務に関する記録を作成する。

(７) 主治の歯科医師は、歯科衛生士から提出を受けた患者に提供した文書の写しを診療録に

添付する。

(８) 歯科衛生実地指導料を算定した保険医療機関は、毎年７月１日現在で名称、常勤非常勤

ごとの歯科衛生士数等を地方厚生（支）局長に報告する。

Ｂ００２ 歯科特定疾患療養管理料

(１) 歯科特定疾患療養管理料は、「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養

管理料に規定する疾患に掲げる疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、

栄養等の療養上の指導を行った場合に月２回を限度として算定する。なお、当該管理を行

った場合は、症状及び管理内容の要点を診療録に記載する。

(２) 「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患に掲げ

る疾患のうち、顎・口腔の先天異常、舌痛症（心因性によるものを含む。）、口腔軟組織
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の疾患（難治性のものに限る。）、口腔乾燥症（放射線治療又は化学療法を原因とするも

のに限る。）及び睡眠時無呼吸症候群（口腔内装置治療を要するものに限る。）とはそれ

ぞれ次の疾患をいう。

イ 顎・口腔の先天異常とは、後継永久歯がなく、かつ、著しい言語障害及び咀嚼障害を

伴う先天性無歯症又は唇顎口蓋裂（単独又は複合的に発症している症例を含む。以下こ

の表において同じ。）をいう。

ロ 舌痛症とは、ハンター舌炎、メラー舌炎、プランマー・ヴィンソン症候群又はペラグ

ラであって舌の疼痛を伴うもの及び心因性によるものをいう。

ハ 口腔軟組織の疾患（難治性のものに限る。）とは、口腔の帯状疱疹、再生不良性貧血

による歯肉出血、原発性血小板減少性紫斑病による歯肉出血、血友病における歯肉出血、

口腔のダリェー病、口腔のベーチェット病、口腔の結核、後天性免疫不全症候群による

潰瘍等、口腔の扁平苔癬又は口腔の白板症をいう。

ニ 口腔乾燥症（放射線治療又は化学療法を原因とするものに限る。）とは、口腔領域以

外の悪性腫瘍等の治療のため行われた放射線治療又は化学療法を原因とするものをいう。

ホ 睡眠時無呼吸症候群（口腔内装置治療を要するものに限る。）とは、口腔内装置治療

が有効であると診断され、医科保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の担当科の医

師からの診療情報提供（診療情報提供料の様式に準じるもの）に基づき、口腔内装置治

療を必要とするものをいう。

(３) 「注２」の共同療養指導計画加算は、患者の主治医（「注１」に規定する別に厚生労働

大臣が定める疾患に係るものに限る。）と共同で、歯科診療に関する総合的な口腔の療養

指導計画を策定し、当該患者にその内容を文書により提供した場合に、患者１人につき１

回を限度として算定する。なお、患者の症状に変化が生じる等の理由により当該計画の見

直しが必要となり、改めてその内容を文書により提供した場合は再度算定する。

また、共同療養指導計画加算を算定した場合は、患者に提供した療養指導計画に係る文

書の写しを診療録に添付するとともに、共同療養指導計画の策定に関わった患者の主治医

（「注１」に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に係るものに限る。）の保険医療機

関名及び氏名を診療録に記載する。

(４) 診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に限

り、看護に当たっている患者の家族等を通して療養上の指導を行ったときは、歯科特定疾

患療養管理料を算定する。

(５) 歯科特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする者に対し、実

際に主病を中心とした療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病の口腔領

域における症状に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合は算定できない。

(６) 主病とは、当該患者の全身的な医学管理が必要となる主たる特定疾患をいい、対診又は

依頼により検査のみを行っている保険医療機関は算定できない。

(７) 再診が電話等により行われた場合は、歯科特定疾患療養管理料は算定できない。

Ｂ００３ 特定薬剤治療管理料

(１) アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質等を数日間以上投与している入院中

の患者について、投与薬剤の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管

理した場合、月１回を限度として算定する。



第４部 画像診断

通則

１ 片側性の顎関節症で健側を対照として撮影する場合は、医科における耳・肘・膝等の対称器

官と同様に、診断料、撮影料とも健側の撮影についても患側と同一部位の同時撮影を行った場

合と同じ取扱いとする。

２ 歯科用エックス線フィルムを使用した歯科エックス線撮影で「通則２」及び「通則３」に該

当する場合は二等分法撮影に加え、必要があって埋伏歯に対し偏心投影を行った場合やう蝕歯

に対し咬翼法撮影を行った場合等である。

３ 全顎撮影の場合とは、歯科用エックス線フィルム10枚から14枚を用いて、全顎にわたり歯、

歯槽骨等のエックス線撮影を行うものをいい、診断料及び撮影料は撮影枚数にかかわらず所定

点数により算定する。この場合において、使用したフィルムは撮影枚数に応じ14枚を限度とす

る。なお、デジタル撮影の場合であっても全顎撮影は10回から14回行うものとし、撮影回数に

かかわらず所定点数により算定するが、フィルム料は別に算定できない。

４ 全顎撮影に複数日を要した場合であっても、一連の全顎撮影として３と同様の方法により算

定する。

５ デジタル撮影とは、ＣＣＤセンサー、ｃＭＯＳセンサー又はイメージングプレートを用いた

デジタルラジオグラフによるものをいう。

６ 歯科用３次元エックス線断層撮影とは、部位限定エックス線ＣＴ診断装置又はアーム型エッ

クス線ＣＴ診断装置を用いて局所的な撮影を行い、歯科疾患を３次元的に確認する撮影をいう。

７ 「通則４」に規定する時間外緊急院内画像診断加算

(１) 保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深

夜に入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、歯科医師が緊急に画像診断を行う

必要性を認め、当該保険医療機関において、当該保険医療機関に具備されている画像診断

機器を用いて当該画像撮影及び診断を実施した場合に限り算定する。

(２) 画像診断の開始時間が診療時間以外の時間、休日又は深夜に該当する場合に当該加算を

算定する。なお、時間外等の定義は、区分番号Ａ０００に掲げる初診料の時間外加算等に

おける定義と同様である。

(３) 同一患者に同日に２回以上、時間外、休日又は深夜の診療を行い、その都度緊急の画像

診断を行った場合（複数の区分にまたがる場合を含む。）においても１回を限度として算

定する。

(４) 入院中の患者に当該加算は算定できない。ただし、時間外、休日又は深夜に外来を受診

した患者に対し、画像診断の結果入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合はこ

の限りではない。

(５) 時間外緊急院内画像診断加算は他の保険医療機関で撮影されたフィルム等を診断した場

合は算定できない。

(６) 緊急に画像診断を要する場合とは、直ちに何らかの処置・手術等が必要な患者であって、

通常の診察のみでは的確な診断が下せず、なおかつ通常の画像診断が整う時間まで画像診

断の実施を見合わせることができないような重篤な場合をいう。

８ 「通則５」に規定する電子画像管理加算

(１) 「通則５」に規定する画像を電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した
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画像を電子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場

合にも当該加算を算定するが、本加算を算定した場合は当該フィルムは算定できない。な

お、フィルムを用いた通常のエックス線撮影を行い、当該フィルムをエックス線フィルム

スキャナー等で電子媒体に保存して管理した場合は、電子画像管理加算は算定できない。

(２) 電子画像管理加算は、同一の部位につき、同時に２種類以上の撮影方法を使用した場合

は一連の撮影とみなし、主たる撮影の所定点数のみ算定する。

(３) 電子画像管理加算は、他の保険医療機関で撮影したフィルム等についての診断のみを行

った場合は算定できない。

９ 歯科画像診断管理加算１は、病院である保険医療機関に勤務し専ら画像診断を担当する歯科

医師が、歯科パノラマ断層撮影等の読影及び診断を行い、その結果を文書により当該病院の主

治の歯科医師に提供した場合に月の最初の診断日に算定する。この場合において、提供された

文書又はその写しを診療録に添付する。歯科画像診断管理加算２は、コンピューター断層撮影

（ＣＴ撮影）、磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）又は歯科用３次元エックス線

断層撮影について、病院である保険医療機関に勤務し専ら画像診断を担当する歯科医師が読影

及び診断を行い、その結果を文書により当該病院の主治の歯科医師に提供した場合に月の最初

の診断日に算定する。なお、夜間又は休日に撮影された画像については、当該専ら画像診断を

担当する歯科医師が、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、画像の読影及び送受信を行う

につき十分な装置・機器を用いた上で読影及び診断を行い、その結果を文書により当該患者の

診療を担当する歯科医師に報告した場合も算定できる。その際には、患者の個人情報を含む医

療情報の送受信に当たり、安全管理を確実に行った上で実施すること。また、当該保険医療機

関以外の施設に読影又は診断を委託した場合は、これらの加算は算定できない（「通則８」又

は「通則９」により算定する場合は除く。）。この場合において、提供された文書又はその写

しを診療録に添付する。

10 歯科画像診断管理加算を算定した月にあっては、医科点数表の第２章第４部通則に規定する

画像診断管理加算は算定できない。

11 遠隔画像診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において撮影料、診断料及び歯科画像

診断管理加算１又は歯科画像診断管理加算２（当該加算の算定要件を満たす場合に限る。）を

算定する。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は受信側、送信側の保険医療機関

間における相互の合議に委ねる。

12 遠隔画像診断を行った場合、歯科画像診断管理加算１は、受信側の病院である保険医療機関

に勤務し専ら画像診断を担当する歯科医師が読影及び診断を行い、その結果を文書により送信

側の保険医療機関において当該患者の診療を担当する歯科医師に提供した場合に、月の最初の

診断日に算定する。遠隔画像診断を行った場合、歯科画像診断管理加算２は、送信側の保険医

療機関において実施されるコンピューター断層撮影(ＣＴ撮影)、磁気共鳴コンピューター断層

撮影(ＭＲＩ撮影)又は歯科用３次元エックス線断層撮影について、受信側の病院である保険医

療機関に勤務し専ら画像診断を担当する歯科医師が読影及び診断を行い、その結果を文書によ

り送信側の保険医療機関において当該患者の診療を担当する歯科医師に提供した場合に、月の

最初の診断日に算定する。なお、夜間又は休日に撮影された画像については、受信側の保険医

療機関において専ら画像診断を担当する歯科医師が、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、

画像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で読影及び診断を行い、その



結果を文書により当該患者の診療を担当する歯科医師に報告した場合も算定できる。その際に

は、患者の個人情報を含む医療情報の送受信に当たり、安全管理を確実に行った上で実施する

こと。また、受信側又は送信側の保険医療機関が受信側及び送信側の保険医療機関以外の施設

に読影又は診断を委託した場合は、当該加算は算定できない。また、これらの加算を算定する

場合は、提供された文書又はその写しを診療録に添付する。

13 画像診断のために使用した造影剤は、区分番号Ｅ３０１に掲げる造影剤料により算定する。

14 エックス線写真撮影の際に失敗等により、再撮影をした場合は再撮影に要した費用は算定で

きない。再撮影に要した費用は、その理由が患者の故意又は重大な過失による場合を除き、当

該保険医療機関の負担とする。

第１節 診断料

Ｅ０００ 写真診断

(１) 歯科エックス線撮影とは、歯科用エックス線フィルムを用いて撮影した場合及び専用

の装置を用いてデジタル映像化処理を行った場合をいう。

(２) 歯科用エックス線フィルムとは、標準型、小児型、咬合型及び咬翼型等であって、歯、

歯槽骨等の撮影に用いるフィルムをいう。

(３) 単純撮影の「その他の場合」とはカビネ、オルソパントモ型等のフィルムを顎関節全

体、顎全体等に用いて撮影した場合をいう。

(４) パナグラフィー、スタタスエックス２による場合は、診断料は「１のロ その他の場

合」により、撮影料は区分番号Ｅ１００に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の

「１のロ その他の場合」により算定する。

(５) 単純撮影の「１のロ その他の場合」により上下顎の全顎撮影を行った場合は、２枚

目までは所定点数により算定し、３枚目及び４枚目は「通則２」及び「通則３」により

算定する。

(６) 顎関節に対して選択的なパノラマ断層撮影ができる特殊装置により、顎関節疾患（発

育異常、外傷、炎症、腫瘍、顎関節強直症、代謝異常、顎関節症）について、パノラマ

エックス線フィルム（オルソパントモ型フィルム）を使用して、咬頭嵌合位、最大開口

位、安静位等の異なった下顎位で分割撮影を行った場合は、分割数にかかわらず、一連

につき、診断料は「２のイ 歯科パノラマ断層撮影」により、撮影料は区分番号Ｅ１０

０に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「２のイ 歯科パノラマ断層撮影」によ

り算定する。

(７) 顎関節の機能診断（下顎頭の運動量とその経過を計量的に比較観察する方法）を目的

とする一連の規格エックス線撮影の診断料は、「２のロ 歯科パノラマ断層撮影以外の

場合」により、撮影料は区分番号Ｅ１００に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の

「２のロ 歯科パノラマ断層撮影以外の場合」により算定する。

(８) (７)の「規格エックス線撮影」は、特殊な顎関節規格撮影装置を用いて、主として各

顎位（中心咬合位、安静咬合位、開口経過中の異音発生位、開口経過中の発痛位、最大

開口位、後退位等）における顎関節を撮影し、異位相における関節窩と下顎頭との対応

状況の変化をトレーシングペーパー上に描記したものを座標上に重ねて、下顎頭の運動

量とその経過を計量的に比較し経過の観察を行うものをいう。症状の変化を描記したト



レーシングペーパーは診療録に添付する。

(９) 顎関節疾患について、パノラマエックス線フィルムを使用し、パノラマ断層による分

割撮影を行った場合は、顎関節を構成する骨の形態及び解剖学的な相対位置、下顎窩に

対する下顎頭の位置、下顎頭の移動量等の所見を診療録に記載する。

(10) 他の保険医療機関において撮影したフィルムについての診断料は、撮影方法別及び撮

影部位別に１回を限度として算定する。したがって、同一方法により同一部位に対して

撮影したエックス線フィルムの診断は、撮影した枚数にかかわらず１回を限度として算

定する。

(11) 区分番号Ｅ０００に掲げる写真診断の「１ 単純撮影」及び「４ 造影剤使用撮影」

について、一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合における、

２枚目以降の撮影に係る写真診断は、各区分の所定点数の100分の50により算定する。

なお、同一部位であっても前回撮影時と異なる疾患に対する診断を目的に撮影した場合

においては、各区分の所定点数により算定する。

(12) 歯科用３次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮

影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる次のいずれか

を３次元的に確認する場合に算定する。

イ 埋伏智歯等、下顎管との位置関係

ロ 顎関節症等、顎関節の形態

ハ 顎裂等、顎骨の欠損形態

ニ 腫瘍等、病巣の広がり

ホ その他、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影で確認できない位置関係

や病巣の広がり等を確認する特段の必要性が認められる場合

(13) 歯科用３次元エックス線断層撮影に係る診断料は、実施した撮影の回数にかかわらず、

月１回の算定とし、初回の撮影を実施する日に算定する。

(14) 同内において、入院及び外来の両方で、歯科用３次元エックス線断層撮影を実施した

場合においては、入院又は外来の別にかかわらず、月１回を限度として算定する。

(15) 当該医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合は、初診

料を算定した日に限り、歯科用３次元エックス線断層撮影に係る診断料を算定する。

(16) 写真診断を行った場合は、診断に係る必要な所見を診療録に記載する。

(17) その他は、医科点数表の第２章第４部第１節に掲げるエックス線診断料の例により算

定する。

第２節 撮影料

Ｅ１００ 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織

(１) 第１節診断料の区分番号Ｅ０００に掲げる写真診断の(１)から(８)までは、本区分に

ついても同様である。

(２) 歯科用３次元エックス線断層撮影は、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみによ

り算定する。

(３) 「注４」に規定する「３ 歯科用３次元エックス線断層撮影」における「造影剤を使

用した場合」とは、腔内注射等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。



(４) 造影剤を使用しない歯科用３次元エックス線断層撮影を行い、引き続き造影剤を使用

して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定す

る。

(５) 造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合を

いう。

Ｅ１０１ 造影剤注入手技

造影剤注入手技は、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤の注入を行った場合に算定する。

第３節 基本的エックス線診断料

Ｅ２００ 基本的エックス線診断料

医科点数表の区分番号Ｅ００４に掲げる基本的エックス線診断料の例により算定する。

第４節 フィルム及び造影剤料

Ｅ３００ フィルム

６歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて

算定する。

＜画像診断の端数処理方法＞

(１) 小数点以下の端数がある場合は、第１節診断料と第２節撮影料及び第４節フィルム料の

それぞれについて端数処理を行い、合算する。

(例) 同一部位に対し、咬翼法撮影及び同時に全顎撮影以外の歯科エックス線撮影（アナ

ログ撮影）の二等分法を行った場合

診断料 20点 ＋ 20/2点 ＝ 30点

撮影料 35点 ＋ 25/2点 ＝ 47.5点 → 48点

標準型及び咬翼型のフィルム代 39円×1/10 ＋ 28円×1/10 ＝ 6.7点 → ７点

請求点数 30点 ＋ 48点 ＋ ７点 ＝ 85点

(２) 全顎撮影以外の歯科エックス線撮影（アナログ撮影）に限り、歯科用エックス線フィル

ム１枚を単位として第１節診断料、第２節撮影料及び第４節フィルム料を合算し、端数処

理を行う。

(例) １枚の場合

20点（診断料）＋25点（撮影料）＋（28円/10）点（フィルム料）＝47.8点→48点

(例) ５枚の場合

48点（1枚当たりの請求点数）×5枚＝240点



第７部 リハビリテーション

通則

１ 第１節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なリハビ

リテーションのリハビリテーション料は、算定できないが、特殊なリハビリテーションのリハ

ビリテーション料は、その都度当局に内議し、最も近似するリハビリテーションとして準用が

通知された算定方法により算定する。

２ 各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、特に定める場合を除き、全ての患

者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻（開始時刻と終了時刻）を診療録等へ記載する。

３ 顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合は、１回につき医科点数表の区分番号Ｈ

００２に掲げる運動器リハビリテーション料の「３ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)」の所定

点数により算定する。なお、診療録にマイオモニターを用いた顎関節疾患の治療の実施時刻

（開始時刻と終了時刻）、治療内容等を記載する。

４ 開口障害の治療に際して整形手術後に開口器等を使用して開口訓練を行った場合は、医科点

数表の区分番号Ｈ００２に掲げる運動器リハビリテーション料の「２ 運動器リハビリテーシ

ョン料(Ⅱ)」の所定点数により１日につき１回を限度として算定する。なお、診療録に開口障害

の訓練の実施時刻（開始時刻と終了時刻）、訓練内容、使用器具名等を記載する。また、顎骨

骨折に対する観血的手術後又は悪性腫瘍に対する放射線治療後に生じた開口障害について、開

口器等を使用して開口訓練を行ったときも同様の取扱いとする。

５ 第７部に掲げるリハビリテーション以外のリハビリテーションは、医科点数表の第２章第７

部リハビリテーションに掲げる通則２及び通則３の例により算定する。

第１節 リハビリテーション料

Ｈ０００ 脳血管疾患等リハビリテーション料

脳血管疾患等リハビリテーション料は、医科点数表の区分番号Ｈ００１に掲げる脳血管疾

患等リハビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対し

て言語機能に係る訓練を行った場合に算定する。

Ｈ０００－３ 廃用症候群リハビリテーション料

廃用症候群リハビリテーション料は、医科点数表の区分番号Ｈ００１－２に掲げる廃用症

候群リハビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対し

て言語機能に係る訓練を行った場合に算定する。

Ｈ００１ 摂食機能療法

(１) 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した

診療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴

覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が１回につき30分以

上訓練指導を行った場合に月４回を限度として算定する。ただし、治療開始日から起算

して３月以内の患者に限っては、１日につき算定する。なお、摂食機能障害者とは、次

のいずれかに該当する患者をいう。

イ 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により

摂食機能に障害があるもの

ロ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できる

nakanou
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ものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの

(２) 摂食機能療法の実施に当たっては、診療録に当該療法の実施時刻（開始時刻と終了時

刻）、療法の内容の要点等を記載する。

(３) 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う

嚥下訓練は、摂食機能療法として算定する。

(４) 「注２」に掲げる経口摂取回復促進加算１又は２は、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、鼻

腔栄養を実施している患者（経口摂取回復促進加算１を算定する場合に限る。）又は胃

瘻を造設している患者に対して、摂食機能療法を実施した場合に、いずれか一方に限り

算定する。

(５) 「注２」に掲げる経口摂取回復促進加算１又は２を算定する摂食機能療法を行うに当

たっては、医師との緊密な連携の下で行い、患者管理が適切になされるよう十分留意す

る。

(６) その他摂食機能療法の医科と共通の項目は、医科点数表の区分番号Ｈ００４に掲げる

摂食機能療法の例により算定する。

Ｈ００１－２ 歯科口腔リハビリテーション料１

(１) 「１ 有床義歯の場合」とは、有床義歯による口腔機能の回復又は維持を主眼とした

調整又は指導をいい、具体的には、有床義歯を装着している患者に対して、有床義歯の

適合性や咬合関係等の検査を行い、患者に対して義歯の状態を説明した上で、義歯に係

る調整又は指導を行った場合に、月１回を限度として算定する。この場合において、調

整方法及び調整部位又は指導内容の要点を診療録に記載する。

(２) 「１のロ 困難な場合」とは、区分番号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料の(３)

に掲げる場合をいう。

(３) 区分番号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義

歯の装着日の属する月の翌月以降の期間において、当該義歯を含めた有床義歯の調整又

は指導は、「１ 有床義歯の場合」により算定する。

(４) 区分番号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義

歯の装着日の属する月から起算して１年以内の期間において、当該有床義歯の装着部位

とは異なる部位に別の有床義歯の新製を行った場合は、「１ 有床義歯の場合」を算定

し、区分番号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料は算定できない。

(５) 有床義歯の新製が予定されている月に旧義歯の修理を行い、区分番号Ｍ０２９に掲げ

る有床義歯修理を算定した場合は、区分番号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料の

「注２」の規定に関わらず、「１ 有床義歯の場合」を算定し、新製した有床義歯の装

着時に区分番号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料を算定して差し支えない。

(６) 有床義歯の新製が予定されている月に、やむを得ず旧義歯の調整が必要となり有床義

歯の調整を行った場合は「１ 有床義歯の場合」を算定し、新製した有床義歯の装着時

は区分番号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料の「注２」の規定に関わらず、区分番

号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料を算定する。

(７) 有床義歯を新製した月と同月に、当該有床義歯とは別の欠損部位の有床義歯の修理又

は床裏装を行った場合は、区分番号Ｍ０２９に掲げる有床義歯修理又は区分番号Ｍ０３
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０に掲げる有床義歯内面適合法（有床義歯床裏装）は別に算定する。この場合において、

区分番号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料又は「１ 有床義歯の場合」のいずれか

により算定する。

(８) 区分番号Ｉ０２２に掲げる有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床

裏装を予定している場合は、同月内であっても当該処置に併せて「１ 有床義歯の場

合」を算定して差し支えない。この場合において、「１ 有床義歯の場合」を算定した

ときは、同月内に区分番号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料は算定できない。

(９) 別の保険医療機関で製作した有床義歯の調整又は指導は、装着する日の属する月であ

っても「１ 有床義歯の場合」により算定する。

(10) 「２ 舌接触補助床の場合」は、区分番号Ｉ０１７に掲げる床副子の「４ 摂食機能

の改善を目的とするもの（舌接触補助床）」を装着した患者であって、舌接触状態等を

変化させて摂食・嚥下機能の改善を目的とするために床を装着した場合又は有床義歯形

態の補助床を装着した場合に、当該装置の調整、指導又は修理を行い、口腔機能の回復

又は維持・向上を図った際に算定する。なお、同一初診期間中に「２ 舌接触補助床の

場合」の算定以降は「１ 有床義歯の場合」を算定できない。この場合において、調整

方法及び調整部位又は指導内容若しくは修理部位及び修理内容の要点を診療録に記載す

る。

(11) 「３ その他の場合」は、区分番号Ｍ０２５に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定し

た、口蓋補綴装置、顎補綴装置、発音補助装置又はホッツ床（哺乳床）を装着している

場合に、当該装置の調整、患者又は患者の保護者に対する当該装置の使用方法等の指導、

訓練又は修理を行い、口腔機能の回復又は向上を図った際に算定する。この場合におい

て、調整方法及び調整部位又は指導内容若しくは修理部位及び修理内容の要点を診療録

に記載する。

(12) 有床義歯に係る調整又は指導を行うに当たっては、「有床義歯の管理について」（平

成19年11月日本歯科医学会）を参考とする。

Ｈ００１－３ 歯科口腔リハビリテーション料２

(１) 顎関節症を有する患者であって、顎関節治療用装置製作のため、区分番号Ｉ０１７に

掲げる床副子の「２ 困難なもの」を装着している患者に対して、療養上の指導又は訓

練を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った場合に算定する。なお、別の保険医

療機関で製作した床副子を装着している場合においても、当該リハビリテーション料に

より算定する。

(２) 当該装置の調整・修理を行う場合にあっては、区分番号Ｉ０１７－２に掲げる床副子

調整・修理により算定する。

(３) 実施内容等の要点を診療録に記載する。

Ｈ００２ 障害児（者）リハビリテーション料

障害児（者）リハビリテーション料は、医科点数表の区分番号Ｈ００７に掲げる障害児

（者）リハビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対

して言語機能に係る訓練を行った場合に限り算定する。

Ｈ００３ がん患者リハビリテーション料

(１) がん患者リハビリテーション料とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
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鋳造バー又は屈曲バーと当該欠損部に用いる人工歯を連結するために使用される小連結

子をいう。

(２) 鋳造バー、屈曲バーに保持装置を装着した場合は、その使用個数に応じて算定する。

(３) 緩圧式バーは「１ 鋳造バー」又は「２ 屈曲バー」により算定する。

(４) ケネディバーは「１ 鋳造バー」により算定し、「１ 鋳造バー」によるリンガルバ

ーと併用した場合については、それぞれについて「１ 鋳造バー」により算定する。

(５) バー義歯が破損し、バーの取替えが必要な症例に限り新たなバーに要する費用は算定

する。

また、有床義歯修理の際に、新たにバーを付与した場合も歯科医学上適切な場合に限

り算定する。

(６) 有床義歯及び熱可塑性樹脂有床義歯の製作や床修理に際し、補強線を使用した場合の

当該補強線に係る費用は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。

なお、補強線は、歯の欠損部、残存歯の植立状態、対咬関係、顎堤の形態及び粘膜の

性状等を勘案し、義歯の破損防止のために使用するものをいう。

Ｍ０２５ 口蓋補綴、顎補綴

(１) 「２ 印象採得が著しく困難なもの」とは、次の場合をいう。

イ 硬口蓋歯槽部の欠損範囲が半側を超える場合

ロ 軟口蓋部の欠損が認められる場合

ハ 歯槽骨を超える下顎骨の辺縁切除を伴う場合であって、口腔粘膜のみでは創を閉鎖

できないため皮弁されている場合又は下顎骨区域切除以上の下顎骨欠損が認められる

場合

ニ 口蓋補綴、顎補綴を行う場合であって、上下の切歯を有する場合の正中部における

切歯間距離又は切歯を有しない場合の正中部における顎堤間距離が30mm未満の開口量

である場合

(２) 義歯を装着した口蓋補綴又は顎補綴を行った場合は、義歯と口蓋補綴又は顎補綴をそ

れぞれ算定する。

(３) 口蓋裂に起因する鼻咽腔閉鎖機能不全による言語療法のため鼻咽腔閉鎖機能改善の必

要があり、いわゆるスピーチエイド等の発音補整装置を装着した場合は本区分により算

定する。

なお、当該装置の修理は１回につき区分番号Ｍ０２９に掲げる有床義歯修理により算

定する。

(４) 濾胞性歯嚢胞の摘出の際、術前にあらかじめ製作しておいた口蓋板の装着を行った場

合は、「１ 印象採得が困難なもの」により算定する。

(５) 舌の切除等の外科的療法を行った後の発音障害に対して、必要があって有床義歯に発

音補助装置を付加して製作し装着した場合、当該発音補助装置は「１ 印象採得が困難

なもの」により算定する。ただし、区分番号Ｍ００３に掲げる印象採得は、所定点数に

含まれ別に算定できない。

(６) 区分番号Ｊ０２２に掲げる顎・口蓋裂形成術を実施する患者に対して必要があってホ

ッツ床(哺乳床)を装着した場合は、当該区分の「１ 印象採得が困難なもの」により、

同一の患者に対して３回を限度として算定する。ただし、印象採得、材料、装着等は、
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所定点数に含まれ別に算定できない。

(７) 口腔外科領域における悪性腫瘍に対して、区分番号Ｌ００３に掲げる密封小線源治療

を行う際に、小線源の保持又は周囲の正常組織の防御を目的とする特別な装置を製作し

装着した場合は、当該所定点数の各区分により算定する。

(８) 区分番号Ｍ０２５－２に掲げる広範囲顎骨支持型補綴は、別に算定できない。

Ｍ０２５－２ 広範囲顎骨支持型補綴

(１) 広範囲顎骨支持型補綴とは、区分番号Ｊ１０９に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手

術後から当該装置の上部に装着されるブリッジ形態又は床義歯形態の補綴物が装着され

るまでの一連の治療をいう。

(２) 「１ ブリッジ形態のもの」は、広範囲顎骨支持型補綴の補綴物の範囲に応じて算定

する。

(３) 当該補綴物がブリッジ形態及び床義歯形態の両方の形態を持ち合わせた補綴物である

場合は、主たる形態のものに応じて「１ ブリッジ形態のもの」又は「２ 床義歯形態

のもの」により算定する。

(４) 「注２」について、唇顎口蓋裂又は外胚葉異形成症等の先天性疾患等による顎堤形成

不全の場合であって、骨移植等による顎骨の再建範囲が３分の１顎程度より狭い場合

（１～２歯程度の場合）においては、「１ ブリッジ形態のもの」の所定点数の100分

の50に相当する点数により算定する。

(５) 広範囲顎骨支持型装置埋入手術後、当該補綴に係る補綴物の印象採得から装着までの

一連の行為は、当該技術料に含まれ、別に算定できない。

(６) 広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の装着を行った日においては、患者に対して、当

該補綴物の装着日、主治の歯科医師の氏名、保険医療機関名及び療養上必要な事項等を

記載した文書を提供すること。

(７) 区分番号Ｍ０２５に掲げる口蓋補綴、顎補綴は、別に算定できない。

＜その他の技術＞

（ろう着）

歯冠修復物及び欠損補綴物をろう着した場合は、当該歯冠修復物及び欠損補綴物の製作等に

係る所定点数に含まれ別に算定できない。

Ｍ０２６ 補綴隙

補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。

なお、総義歯は算定できない。

＜修理＞

Ｍ０２９ 有床義歯修理

(１) 有床義歯の修理は、人工歯数に関係なく所定点数により算定する。この場合において、

修理に伴って鉤を新たに製作したときは、その鉤は、鉤の所定点数により算定する。

(２) 有床義歯修理の場合において、例えば人工歯の脱落のため人工歯を新たに使用した場

合、又は１歯を抜歯し、旧義歯床を延長して新たに１歯分の補綴をした場合は、有床義

歯修理と人工歯料の所定点数を合算して算定する。

(３) 破損した有床義歯を修理した後、新たに有床義歯を製作した場合は、それぞれ所定点
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第13部 歯科矯正

通則

１ 歯科矯正は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生（支）

局長に届け出た保険医療機関において行う別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常

又は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生（支）局長に届け

出た保険医療機関において行う顎変形症（顎離断等の手術を必要とするものに限る。）の手術

の前後における療養に限り保険診療の対象とする。

２ 歯科矯正は、第１節の各区分の注に「保険医療材料料は、所定点数に含まれる。」等と規定

されている場合を除き、第１節の各区分の所定点数に第２節の特定保険医療材料料を合算して

算定する。

３ 区分番号Ｎ０００に掲げる歯科矯正診断料又は区分番号Ｎ００１に掲げる顎口腔機能診断料

の算定に基づく診断を行った患者に限り、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常

又は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生（支）局長に届け

出た保険医療機関において行う顎変形症（顎離断等の手術を必要とするものに限る。）の手術

の前後における療養として歯科矯正を行うことができる。

４ 印象採得、咬合採得及び装着は、それぞれの診療行為を行った日に算定する。

５ 第13部に掲げられていない特殊な歯科矯正は、その都度当局に内議し、最も近似する歯科矯

正として準用が通知された算定方法により算定する。

６ 歯科矯正においては、患者が任意に診療を中止し、１月を経過した後、再び同一症状又は同

一病名で当該保険医療機関に受診した場合は、初診料は算定できない。

７ 別に厚生労働大臣が定める疾患とは、次のものをいう。

(１) 唇顎口蓋裂

(２) ゴールデンハー症候群（鰓弓異常症を含む。）

(３) 鎖骨・頭蓋骨異形成

(４) トリチャーコリンズ症候群

(５) ピエールロバン症候群

(６) ダウン症候群

(７) ラッセルシルバー症候群

(８) ターナー症候群

(９) ベックウィズ・ヴィードマン症候群

(10) ロンベルグ症候群

(11) 先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む。)

(12) 顔面半側肥大症

(13) エリス・ヴァン・クレベルド症候群

(14) 軟骨形成不全症

(15) 外胚葉異形成症

(16) 神経線維腫症

(17) 基底細胞母斑症候群

(18) ヌーナン症候群

(19) マルファン症候群
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(20) プラダーウィリー症候群

(21) 顔面裂

(22) 大理石骨病

(23) 色素失調症

(24) 口‐顔‐指症候群

(25) メービウス症候群

(26) カブキ症候群

(27) クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群

(28) ウィリアムズ症候群

(29) ビンダー症候群

(30) スティックラー症候群

(31) 小舌症

(32) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)

(33) 骨形成不全症

(34) 口笛顔貌症候群

(35) ルビンスタイン-ティビ症候群

(36) 常染色体欠失症候群

(37) ラーセン症候群

(38) 濃化異骨症

(39) ６歯以上の先天性部分(性)無歯症

(40) チャージ症候群

(41) マーシャル症候群

(42) 成長ホルモン分泌不全性低身長症

(43) ポリエックス症候群

(44) リング18症候群

(45) リンパ管腫

(46) 全前脳（胞）症

(47) クラインフェルター症候群

(48) 偽性低アルドステロン症（ゴードン症候群）

(49) ソトス症候群

(50) グリコサミノグリカン代謝障害（ムコ多糖症）

８ 別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する歯科矯正の療養は、当該疾患に

係る育成医療及び更生医療を担当する保険医療機関からの情報提供等に基づき連携して行われ

る。

第１節 歯科矯正料

Ｎ０００ 歯科矯正診断料

(１) 歯科矯正診断料は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚

生（支）局長に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因

した咬合異常が認められる場合であって、当該疾患の治療を行った医科の保険医療機関



又は患者若しくはその家族からの情報及び資料により、当該患者が当該疾患を現に有す

ることが確認された場合に限り算定する。

(２) 歯科矯正診断料は、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常が認められる

患者の口腔状態、顎骨の形態、成長及び発育等を分析するとともに、歯科矯正セファロ

グラム、口腔内写真、顔面写真等を行い、これらの分析結果や評価等と過去に行った治

療内容の評価と併せて可及的に長期的な予測を行った上で、治療計画書を作成し、患者

又はその家族に対して、その内容について説明し、文書により提供した場合に算定する。

なお、区分番号Ｎ００３に掲げる歯科矯正セファログラム及び区分番号Ｎ００４に掲げ

る模型調製は別に算定する。

(３) 別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常が認められる患者であって、顎切

除等の手術を必要とするものに係る歯科矯正診断料は、当該手術を担当する保険医療機

関名及び担当歯科医師又は担当医師の氏名を治療計画書に記載する。

(４) 「注１」に規定する文書とは、次の内容を含むものをいう。

イ 全身性疾患の診断名、症状及び所見

ロ 口腔領域の症状及び所見（咬合異常の分類、唇顎口蓋裂がある場合は裂型、口腔の

生理的機能の状態等）・ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等

ハ 歯科矯正の治療として採用すべき療法、開始時期及び療養上の指導内容等

ニ 保険医療機関名、担当歯科医師又は担当医師の氏名等

(５) 患者又はその家族に提供した文書の写しを診療録に添付する。

(６) 歯科矯正診断料を算定する場合は、診療録に、患者又はその家族に提供した治療計画

書の要点を記載する。

(７) 歯科矯正診断料を算定した後、「注２」に掲げる歯科矯正診断料を算定した日から起

算して６月以内の場合並びに区分番号Ｎ００３に掲げる歯科矯正セファログラムに基づ

く分析及び歯列弓の分析を行わなかった場合は、歯科矯正診断料は、算定できない。

(８) 歯科矯正診断料の算定に係る歯列矯正は、歯科矯正に関する医療を担当する保険医療

機関及び別に厚生労働大臣が定める疾患に係る育成医療及び更生医療等当該疾患に係る

手術等を担当する保険医療機関の歯科医師又は医師との十分な連携を図り行う。

(９) ６歯以上の先天性部分(性)無歯症は、欠損している歯数に第三大臼歯は含めない。な

お、当該疾患に伴う咬合異常の治療を開始する場合は、診療録に欠損している部位を記

載する。

Ｎ００１ 顎口腔機能診断料

(１) 顎口腔機能診断料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして

地方厚生（支）局長に届け出た保険医療機関に限り算定する。

(２) 顎口腔機能診断料は、顎離断等の手術を必要とする顎変形症の患者（別に厚生労働大

臣が定める疾患に起因して顎変形症を発症している場合は除く。）の口腔状態、顎骨の

形態、成長及び発育等について、咀嚼筋筋電図、下顎運動等の検査、歯科矯正セファロ

グラム、口腔内写真、顔面写真及び予測模型等による評価又は分析を行い、これらの結

果と既に行った治療内容の評価を併せて可及的に長期的な予測を行った上で、治療計画

書を作成し、患者又はその家族に対して、その内容について説明し、文書により提供し

た場合に算定する。なお、区分番号Ｎ００３に掲げる歯科矯正セファログラム及び区分



番号Ｎ００４に掲げる模型調製は別に算定する。

(３) 「注１」に規定する文書とは、次の内容を含むものをいう。

イ 全身性疾患の診断名、症状及び所見

ロ 口腔領域の症状及び所見（咬合異常の分類、唇顎口蓋裂がある場合は裂型、口腔の

生理的機能の状態、頭蓋に対する上下顎骨の相対的位置関係の分類等）・ヘルマンの

咬合発育段階等の歯年齢等

ハ 歯科矯正の治療として採用すべき療法、開始時期及び療養上の指導内容等

ニ 歯科矯正に関する医療を担当する保険医療機関及び顎離断等の手術を担当する保険

医療機関が共同して作成した手術予定等年月日を含む治療計画書、計画策定及び変更

年月日等

ホ 顎離断等の手術を担当する保険医療機関名及び担当歯科医師又は担当医師の氏名

ヘ 歯科矯正に関する医療を担当する保険医療機関名、担当歯科医師の氏名等

(４) 患者又はその家族に提供した文書の写しを診療録に添付する。

(５) 顎口腔機能診断料を算定する場合は、診療録に、患者又はその家族に提供した治療計

画書の要点を記載する。

(６) 顎口腔機能診断料を算定した後、「注２」に掲げる顎口腔機能診断料を算定した日か

ら起算して６月以内の場合並びに区分番号Ｎ００３に掲げる歯科矯正セファログラムに

基づく分析及び歯列弓の分析を行わなかった場合は、顎口腔機能診断料は算定できない。

(７) 顎口腔機能診断料の算定に係る歯科矯正及び顎離断等の手術は、別に厚生労働大臣が

定める施設基準に適合しているものとして地方厚生（支）局長に届け出た保険医療機関

で実施される歯科矯正を担当する歯科医師及び顎離断等の手術を担当する保険医療機関

の歯科医師又は医師の十分な連携の下に行い、これら一連の治療に関する記録は、当該

療養を担当するそれぞれの歯科医師又は医師において保管する。

Ｎ００２ 歯科矯正管理料

(１) 「注１」に規定する「計画的な歯科矯正管理」とは、歯と顎の変化及び移動の把握並

びにそれに基づく治療計画の点検及び修正をいう。

また、「注１」に規定する「経過模型による歯の移動等の管理」とは、経過模型を製

作し、過去に製作した経過模型と対比し、歯の移動等を把握することをいう。

(２) 「注１」に規定する「療養上必要な指導」とは、区分番号Ｎ０００に掲げる歯科矯正

診断料の「注１」又は区分番号Ｎ００１に掲げる顎口腔機能診断料の「注１」に規定す

る治療計画書に基づいた矯正装置の取扱い、口腔衛生、栄養、日常生活その他療養上必

要な指導等をいう。

なお、療養上必要な指導を行った場合は、患者の症状の経過に応じて、既に行われた

指導等の評価及びそれに基づいて行った指導の詳細な内容を診療録に記載する。

(３) 区分番号Ｎ０００に掲げる歯科矯正診断料の「注１」若しくは区分番号Ｎ００１に掲

げる顎口腔機能診断料の「注１」に規定する治療計画書が作成されていない場合又は当

該保険医療機関において歯科矯正の動的治療が行われていない場合は、歯科矯正管理料

は算定できない。

(４) 「注１」の「文書」とは、病名、症状、療養上必要な指導及び計画的な歯科矯正管理

の状況（治療計画の策定及び変更年月日を含む。）、保険医療機関名、当該管理を行っ



た主治の歯科医師の氏名、顎切除、顎離断等の手術を必要とする療養を行う場合におい

ては、当該手術を担当する保険医療機関名及び担当歯科医師又は担当医師の氏名等を記

載したものをいう。

(５) 患者又はその家族に提供した文書の写しを診療録に添付する。

(６) 歯科矯正管理料を算定する場合は、診療録に、患者又はその家族に提供した文書の要

点を記載する。

(７) 再診が電話等により行われた場合にあっては、歯科矯正管理料は算定できない。

(８) 歯科矯正管理を行った場合の説明等に使用した経過模型、口腔内写真、顔面写真等は、

歯科矯正管理料に含まれ別に算定できない。

(９) 保定における保定装置の調整は、歯科矯正管理料に含まれる。

Ｎ００３ 歯科矯正セファログラム

(１) 歯科矯正セファログラムとは、焦点と被写体の中心及びフィルム面が常に一定の距離

を保持し、かつ、エックス線の主線が両耳桿の延長線に対して、０度、90度又は45度に

保てる規格の機器を用いて撮影したものをいう。

なお、常に一定の距離とは、個々の患者につき、焦点と被写体の中心及びフィルム面

の距離が経年的に一定であることをいう。

(２) 一連とは、側貌、前後像、斜位像等の撮影を全て含むものをいう。

(３) 歯科矯正セファログラムに用いたフィルムに係る費用は、所定点数に含まれ別に算定

できない。

Ｎ００４ 模型調製

(１) 平行模型は、咬合平面が水平になるよう製作したときに、顎態模型は、眼耳平面を基

準として顎顔面頭蓋との関係を明らかにした模型を製作したときに算定する。

(２) プラスターベースは、平行模型及び顎態模型を一定の規格に維持した状態で長期にわ

たって保管する必要があるために用いる。プラスターベースの使用に係る費用は所定点

数に含まれ別に算定できない。

(３) 平行模型は、歯科矯正を開始したとき、動的処置を開始したとき、マルチブラケット

法を開始したとき、顎離断等の手術を開始したとき及び保定を開始したとき、それぞれ

１回を限度として算定する。

(４) 予測模型とは、歯及び顎の移動後の咬合状態の予測を模型上にあらわしたものをいう。

(５) 予測模型は、歯科矯正の治療においてダイナミックポジショナー及びスプリングリテ

ーナーを製作した場合はそれぞれ１回算定する。なお、歯科矯正を開始したとき又は動

的処置を開始したときは、いずれかについて１回を限度として算定するものとし、顎離

断等の手術を開始したときも１回を限度として算定する。

(６) 製作した模型は、保定期間を含む一連の治療が終了した日の属する月の翌月の初日か

ら起算して３年を保存期間とする。

Ｎ００５ 動的処置

(１) 動的処置とは、区分番号Ｎ０００に掲げる歯科矯正診断料の「注１」又は区分番号Ｎ

００１に掲げる顎口腔機能診断料の「注１」に規定する治療計画書に基づき策定された

区分番号Ｎ００８に掲げる装着の「注１」又は「注３」に規定する力系に関するチャー

トに基づき、矯正装置に用いた主線、弾線、スクリュー等の調整並びに床の削除及び添



加により、歯及び顎の移動・拡大等を計画的に行うものをいう。

(２) 動的処置は、区分番号Ｎ００８に掲げる装着の「１ 装置」を算定した場合において

は、当該費用に含まれ別に算定できない。なお、保定装置の使用期間中においても算定

できない。

(３) 同月内における装置の装着と日を異にして行った動的処置は、同月内の第１回目とし

て取り扱う。

Ｎ００６ 印象採得

(１) 歯科矯正における印象採得は、床装置、アクチバトール（ＦＫＯ）等装置ごとに算定

する。

(２) マルチブラケット装置の印象採得をステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステッ

プⅣの各ステップにおいて行った場合は、各ステップにつき１回を限度として算定する。

(３) 「２のイ 印象採得が簡単なもの」に該当するものは、先天性異常が軟組織に限局し

ている場合をいう。

(４) 「２のロ 印象採得が困難なもの」に該当するものは、先天性異常が硬組織に及ぶ場

合若しくは顎変形症の場合をいう。なお、硬組織に及ぶ場合とは、先天性異常として骨

の欠損及び癒合不全、著しい顎の過成長及び劣成長を伴うものをいう。

(５) 「２のハ 印象採得が著しく困難なもの」に該当するものは、(４)に該当する場合で

あって前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合又は残孔の状態に

ある場合をいう。

(６) リトラクター又はプロトラクターを製作するために顎顔面の採型を行った場合は、

「２のハ 印象採得が著しく困難なもの」により算定する。

(７) 双線弧線装置を使用して歯科矯正を行う場合の第１回目の装置の印象採得は本区分の

「１ マルチブラケット装置」を、装着は区分番号Ｎ００８に掲げる装着の「１のロ

固定式装置」及び装置は区分番号Ｎ０１８に掲げるマルチブラケット装置の「１のロ

４装置目以降の場合」により算定するものとし、第２回目以降の装置は区分番号Ｎ０１

８に掲げるマルチブラケット装置の「１のロ ４装置目以降の場合」のみを算定する。

なお、区分番号Ｎ００８に掲げる装着の「注１」又は「注３」の加算は、各区分の算定

要件を満たしている場合に算定する。

Ｎ００７ 咬合採得

(１) 歯科矯正における咬合採得は、床装置、アクチバトール（ＦＫＯ）等装置ごとに算定

する。

(２) マルチブラケット装置の場合は、算定できない。

(３) 「２ 困難なもの」に該当するものは、先天性異常が硬組織に及ぶ場合若しくは顎変

形症の場合であって前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合をい

う。

(４) 「３ 構成咬合」とは、アクチバトール、ダイナミックポジショナーの製作のために

筋の機能を賦活し、その装置が有効に働き得る咬合状態を採得するものをいう。

Ｎ００８ 装着

(１) 「１のイ 可撤式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できる床装置、アクチ

バトール、リトラクター等である。



(２) 「１のロ 固定式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できないリンガルアー

チ、マルチブラケット装置、ポータータイプの拡大装置等である。

(３) 装置の装着料は、マルチブラケット装置を除き第１回目の装着時にのみ算定する。

(４) マルチブラケット装置の装着料は、各ステップにつき１回を限度として算定する。

(５) ポータータイプ又はスケレトンタイプの拡大装置に使用する帯環の装着に係る費用は、

装置の装着に係る費用に含まれ別に算定できない。

(６) マルチブラケット装置の装着時の結紮に係る費用は、所定点数に含まれる。

(７) フォースシステムとは、歯及び顎の移動に関して負荷する矯正力の計画を立てること

をいい、力系に関するチャートとは、フォースシステムを基にした矯正装置の選択及び

設計のチャートをいう。

(８) メタルリテーナーを除いた保定装置の製作に当たって、フォースシステムを行った場

合であっても、フォースシステムは算定できない。

(９) 「注１」又は「注３」の加算を算定する場合は、診療録に、口腔内の状況、力系に関

するチャート、治療装置の名称及び設計等を記載する。

(10) 歯科矯正用アンカースクリューの装着料は、区分番号Ｎ００８－２に掲げる植立に含

まれる。

Ｎ００８－２ 植立

植立は、区分番号Ｎ０００に掲げる歯科矯正診断料又は区分番号Ｎ００１に掲げる顎口腔

機能診断料を算定した患者であって、歯科矯正用アンカースクリューを歯槽部又は口蓋に植

立し、当該装置を固定源として、歯科矯正治療を実施した場合に算定する。なお、本規定に

関わらず、当該診断料を算定する保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づく依

頼があった場合に限り、当該診断料を算定していなくても、依頼を受けた保険医療機関にお

いて実施した場合は、本区分を算定しても差し支えない。この場合において、当該診断料を

算定し、診療情報提供を行った保険医療機関名を診療録に記載する。

Ｎ００９ 撤去

(１) ポータータイプの拡大装置の撤去は、同装置を最終的に撤去する場合に１回を限度と

して帯環の数に応じて算定する。

(２) ３について、区分番号Ｎ０００に掲げる歯科矯正診断料又は区分番号Ｎ００１に掲げ

る顎口腔機能診断料を算定する保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づく

依頼があった場合に限り、当該診断料を算定していなくても依頼を受けた保険医療機関

において実施した場合は、本区分を算定して差し支えない。

Ｎ０１０ セパレイティング

(１) セパレイティングとは、帯環を調製装着するため、歯間を離開させることをいい、相

隣接する２歯間の接触面を１箇所として算定する。なお、これに使用した真鍮線等の撤

去に要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(２) 叢生（クラウディング）について、本通知の第13部通則３に規定する顎変形症及び通

則７に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常の歯科矯正を行う際

に歯の隣接面の削除を行った場合は、区分番号Ｉ０００－２に掲げる咬合調整の各区分

により算定する。

Ｎ０１１ 結紮



マルチブラケット装置において結紮を行った場合にのみ算定する。

Ｎ０１２ 床装置

マルチブラケット装置以外の装置は、次により算定する。

イ 「１ 簡単なもの」は、顎の狭窄を伴わない場合に装着する装置について算定する。

ロ 「２ 複雑なもの」は、前後又は側方の顎の狭窄を伴う場合又は残孔の状態にある場合

に装着する装置について算定する。

Ｎ０１３ リトラクター

(１) 本区分に該当するものは、マンディブラリトラクター及びマキシラリリトラクターで

ある。

(２) 「注」のスライディングプレートの製作のために行う印象採得、咬合採得、保険医療

材料等は、所定点数に含まれ別に算定できない。

Ｎ０１４ プロトラクター

本区分に該当するものは、ホーンタイプ、フレームタイプ及びフェイスボウタイプの装置

である。

Ｎ０１５ 拡大装置

本区分に該当するものは、プレートタイプ、ポータータイプ、インナーボウタイプ及びス

ケレトンタイプの拡大装置である。

Ｎ０１６ アクチバトール（ＦＫＯ）

本区分に該当するものは、アクチバトール及びダイナミックポジショナーである。

Ｎ０１７ リンガルアーチ

(１) 本区分に該当するものは、リンガルアーチ（舌側弧線装置）及びレビアルアーチ（唇

側弧線装置）である。

(２) リンガルアーチにおいて、主線の前歯部分のみを再製作し、ろう着した場合は、区分

番号Ｎ０２８に掲げる床装置修理により算定する。

Ｎ０１８ マルチブラケット装置

マルチブラケット装置は、次により算定する。

イ マルチブラケット装置とは、帯環及びダイレクトボンドブラケットを除いたアーチワイ

ヤーをいう。

ロ ステップが進んだ場合は、前のステップに戻って算定できない。

ハ ステップⅠとは、レベリングを行うことをいう。

ニ ステップⅡとは、主として直径0.014～0.016インチのワイヤーを用いた前歯部の歯科矯

正又は犬歯のリトラクションを行うことをいう。

ホ ステップⅢとは、主として直径0.016～0.018インチのワイヤー又は角ワイヤーを用いた

側方歯部の歯科矯正を行うことをいう。

ヘ ステップⅣとは、主として直径0.016～0.018インチあるいはそれ以上のワイヤー又は角

ワイヤーを用いた臼歯部の歯科矯正及び歯列弓全体の最終的な歯科矯正を行うことをいう。

ト セクショナルアーチを行う場合の第１回目の装置の印象採得は区分番号Ｎ００６に掲げ

る印象採得の「１ マルチブラケット装置」、装着は区分番号Ｎ００８に掲げる装着の

「１のロ 固定式装置」及び装置は本区分の「１のロ ４装置目以降の場合」に掲げる所

定点数により算定するものとし、第２回目以降の装置は、本区分の「１のロ ４装置目以



降の場合」のみの算定とする。

なお、区分番号Ｎ００８に掲げる装着の「注１」及び「注３」の加算は、各区分の算定

要件を満たしている場合に算定する。

Ｎ０１９ 保定装置

(１) 保定装置とは、動的処置の終了後、移動させた歯及び顎を一定期間同位置に保持する

装置をいう。

(２) 動的処置に使用した矯正装置をそのまま保定装置として使用した場合は、保定装置は

算定できない。

(３) メタルリテーナーは、前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大を行った後の保定

を維持する場合であって、メタルリテーナーを使用する必要性がある場合に限って算定

する。

(４) 「５ リンガルバー」に該当するものは、リンガルバー及びパラタルバーを使用する

装置である。

(５) インビジブルリテーナーは、プレートタイプリテーナーにより算定する。

(６) フィクスドリテーナーは、歯をワイヤー及びエナメルボンドシステムにより固定結紮

することをいう。なお、装着及び除去に係る費用は所定点数に含まれる。

(７) １及び２の人工歯料は製作費用に含まれ別に算定できない。

Ｎ０２０ 鉤

「２ 複雑なもの」に該当するものは、アダムス鉤である。

Ｎ０２１ 帯環

帯環製作の場合のろう着は、当該各区分の所定点数に含まれるが、帯環にチューブ、ブラ

ケット等をろう着する場合は、区分番号Ｎ０２７に掲げる矯正用ろう着により算定する。

Ｎ０２３ フック

本区分に該当するものは、リンガルボタン、クリーク、フック等であるが、チューブに付

随していて新たなろう着の必要のないものは算定できない。

Ｎ０２４ 弾線

弾線をリンガルアーチ等に用いるためにろう着を行った場合は、区分番号Ｎ０２７に掲げ

る矯正用ろう着により算定する。

Ｎ０２５ トルキングアーチ

トルキングアーチは、装着、結紮等は別に算定できない。

Ｎ０２６ 附加装置

附加装置は、保険医療材料等（交換用のエラスティクスを含む。）を含む。

Ｎ０２７ 矯正用ろう着

本区分に該当するものは、通常のろう着、自在ろう着、電気熔接である。

なお、チューブ、ブラケット等を電気熔接する場合は、１個につき１箇所として算定する。

Ｎ０２８ 床装置修理

本区分に該当するものは、床装置の破損等であるが、床装置において動的処置の段階で床

の添加を行う場合の床の添加に要する費用は、区分番号Ｎ００５に掲げる動的処置に含まれ

別に算定できない。なお、印象採得、咬合採得は所定点数に含まれる。
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